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１ 募集職種、採用予定人数 
 

募集職種 要介護認定調査員（会計年度任用職員） 

採用予定人数 ２名 

 

 

２ 主な業務内容 

(1) 介護保険の要介護認定を行うための訪問調査等 

(2) 大規模災害発生時における災害対応業務（基本的に補助的な業務で、勤務時間内のみ） 
 

 

３ 応募資格 

(1) 介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格程度の知識と経験を有していること（介護支

援専門員資格の有無は問いません。）若しくは横浜市やその他地方自治体等で要介護認定調

査を行った経験があること 

(2) ワード、エクセル等のソフトを使ったパソコン操作ができること 

(3) 電話応対ができること 

(4) 個人情報の保護に関する法律を遵守して業務を遂行できること 

(5) 令和８年４月１日から勤務可能であること 

(6) 地方公務員法第16条等に定める採用に関する欠格事由に該当しないこと 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな 

るまでの者 

イ 横浜市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定する罪を犯 

し刑に処せられた者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊 

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

オ 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定により、従 

前の例によることとされる者 
 

 

４ 雇用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

※上記の任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果 

が良好である場合は、公募によらず再度任用される可能性があります。（最大４回） 

令和８年４月１日採用 

港北区高齢 障害支援課 介護保険担当 

（注意） 

本募集は、会計年度任用職員の募集です。正規職員の募集ではございませんのでご注意ください。 
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５ 勤務条件等 
 

勤務場所 
〒222-0032  横浜市港北区大豆戸町26番地１ 

港北区役所 高齢・障害支援課 介護保険担当 

勤務時間 
午前８時45分から午後５時15分まで（週４日勤務） 

（休憩時間 １時間） 

休日・休暇 

(1) 土曜日・日曜日・祝日及び週１日（所属長が定める日） 

(2) 年末・年始（12月29日～１月３日） 

(3) 年次休暇等 

月額報酬 
２３９，５００円  

※予定額です。制度改正等により変更になる可能性があります。 

手当等 期末手当、勤勉手当、通勤費用実費相当額の支給あり 

社会保険等 
雇用保険、厚生年金保険、健康保険（横浜市職員共済組合） 

横浜市職員厚生会（任意加入） 

   ＊その他勤務条件等は、横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の関連規定 

に基づきます。 

 

６ 選考方法、日程、及び結果通知 

選考方法 日程など 結果通知 

第一次選考 
書類 

選考 
令和８年２月13日（金） 必着 

合否にかかわらず、令和８年２月19日以降

に、全員に文書で通知します。 

第二次選考 面接 

令和８年２月27日（金）（予定） 

※集合時間や、会場の詳細は、第一次選考の合格者にのみ

通知で指定しますので、必ずご確認ください。 

合否にかかわらず、令和８年３月11日頃

に、第二次選考受験者全員に文書で通

知します。 

※合否についての電話でのお問合せは、一切お断りします。 
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７ 採用 

原則として令和８年４月１日付で採用します。 

なお、令和８年３月31日までに、採用するにふさわしくない非違行為等があった場合には、採用 

できません。提出書類に虚偽の記載があった場合も同様です。 

８ その他 

（1）提出書類は、パソコンまたは申込者の直筆で黒ボールペンを使用して、ご記入ください。  
（鉛筆・シャープペン・消せるボールペンは不可） 

（2）この選考において提出された書類は、一切返却いたしません。また、書類以外のものは提出しな

いでください。 

（3）選考に際して市（区）が収集する個人情報は、採用選考及び採用に関する事務以外の目的への

使用は一切いたしません。 

（4）合格者には健康診断を受診していただきます。 

（5）選考会場までの交通費は、自己負担とさせていただきます。 

（6）この募集は、令和８年度予算が横浜市会において議決されることを停止条件とする案件

です。予算の議決がなされないときは、選考に合格していても任用されないことがありま

す。 

 

 

９ 問合せ先 

 

 

 

 

 

  

港北区高齢・障害支援課 介護保険担当 

担当：砂 電話：045-540-2375 
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■ 申込方法 

 

提出書類 

１ 会計年度任用職員申込書 ※記載事項時点は、令和８年４月１日現在 

２ 面接票 

３ 小論文 

４ 応募資格を証明する書類 
  国家資格等の証明書、介護支援専門員実務研修受講試験の受験票、実務経験年数を証明

する書類等 

＊Ａ４判サイズにコピーしてください 

 

（注意） 

○この募集要項に添付の「会計年度任用職員申込書」・「面接票」・「小論文」以外の用紙では 

受け付けません。書類はホームページからダウンロードできます。 

○書類は全てパソコンまたは申込者の直筆で黒ボールペンを使用して、ご記入ください。 
 

（鉛筆・シャープペン・消せるボールペンは不可）  

申込方法 

 

 

 

 

下記の提出先に、郵送又は窓口持参により提出してください。 

なお、必ず封筒の表面に「応募書類在中」と朱書してください。 

 

 

 

 

 
 

 

 

【申込受付期限】令和８年２月13日(金) （必着） 

【申込書類提出先】〒222-0032  横浜市港北区大豆戸町26番地１ 

港北区役所 高齢・障害支援課 介護保険担当内 

『認定調査員採用書類受付担当』 


